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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　断熱扉の表面に設けられたガラス製の外板と、
　前記外板の周縁に設けられた扉枠と、
　前記外板の裏面に配置された真空断熱材と、
　前記外板と前記扉枠とで形成された空間に前記真空断熱材を介在させて充填された発泡
断熱材と、
　前記扉枠に設けられた内板と、を備えた冷蔵庫であって、
　前記真空断熱材は、前記外板側の真空断熱材の長さが、前記内板側の真空断熱材の長さ
よりも小さく形成され、
　前記空間内には、前記外板の裏面に密着した状態に配置された樹脂製の薄膜状の部材か
らなる飛散防止フィルムと、
　前記飛散防止フィルムの裏面に密着した状態に配置された前記外板側の真空断熱材と、
　前記内板の表面に設けられた前記内板側の真空断熱材と、
　前記空間に充填された接着剤としての機能がある発泡断熱材と、
が内設され、
　前記断熱扉は、前記内板を介在して前記内板の裏面に設けられる断熱箱体にねじ止めさ
れた左右一対の金属製の補強板部材を備えた引出式扉からなり、
　前記左右一対の補強板部材の表面全体を外側から覆って、正面視して前記左右一対の補
強板部材に重なって配置された前記外板側の真空断熱材と、
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　前記左右一対の補強板部材間に配置された前記内板側の真空断熱材と、
　前記発泡断熱材と、
　を介在して重ねた三重構造になっていることを特徴とする冷蔵庫。
【請求項２】
　前記真空断熱材は、前記外板側の表面に段差部が形成されていることを特徴する請求項
１に記載の冷蔵庫。
【請求項３】
　前記内板側の真空断熱材は、上端部が前記外板側の真空断熱材の上端部よりも高い位置
に配置されていることを特徴とする請求項２に記載の冷蔵庫。
【請求項４】
　前記真空断熱材は、端部あるいは中央部が前記内板側に曲って形成されて、前記外板と
の間に隙間が形成されていることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記
載の冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、扉の表面に設けられたガラス製の外板と、扉の内部に設けられた真空断熱材
と、を備えた断熱扉を有する冷蔵庫に関する。
【背景技術】
【０００２】
　冷蔵庫の扉としては、光沢性を向上させるために、扉の表面にガラス製の外板を設けた
ものが知られている（例えば、特許文献１及び特許文献２参照）。特許文献１，２に記載
の冷蔵庫の扉は、省エネルギー化及び省スペース化を図るために、断熱性の優れている真
空断熱材と発泡断熱材とを内設して、断熱扉を構成している。
【０００３】
　図９は、従来の冷蔵庫の回動式開閉扉の構造を示す横断面図である。図１０は、従来の
冷蔵庫の引出式扉の構造を示す分解斜視図である。図１１は、図１０のＩＩＩ－ＩＩＩ拡
大断面図である。
　一般に、冷蔵庫には、図９に示すような回動式の開閉扉である断熱扉１００と、図１０
に示すような引出式扉の断熱扉２００との二種類の扉が採用されている。
【０００４】
　図９に示すように、回動式の断熱扉１００は、断熱扉１００の表面側の外壁を形成する
ガラス製の外板１１０と、外板１１０の周縁に設けられた扉枠１２０と、断熱扉１００の
貯蔵室側に設けられた内板１３０と、断熱扉１００内の外板側に内設された真空断熱材１
５０と、外板と内板と扉枠とで構成された空間内に充填された発泡断熱材１４０と、外板
１１０を扉枠１２０に固定するための両面テープ１６０と、を備えている。
【０００５】
　外板１１０は、一端側を扉枠１２０の係合溝１２１に係合し、他端側を扉枠１２０の段
差部１２２に貼付した両面テープ１６０に貼着させることによって、扉枠１２０に固定さ
れている。真空断熱材１５０は、その外板１１０の裏面（内面）に載置して扉枠１２０内
の空間に発泡断熱材１４０の材料を流し込んで、発泡断熱材１４０が、真空断熱材１５０
を覆って外板１１０の裏面に接着されることによって固定されている。
【０００６】
　図１０及び図１１に示すように、引出式の断熱扉２００の場合も前記断熱扉１００と同
様に、ガラス製の外板２１０は、一端側を扉枠２２０の係合溝２２１に係合させて、その
他の側を扉枠２２０の段差部２２２に貼付した両面テープ２６０に貼着させることによっ
て、扉枠２２０に固定されている。真空断熱材２５０は、その外板２１０の裏面に載置し
て扉枠２２０内の空間に発泡断熱材２４０の材料を流し込んで、発泡断熱材２４０が真空
断熱材２５０を覆って外板２１０の裏面に接着されることによって固定されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第５３０３４１５号公報
【特許文献２】特開２０１５－１７７３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、従来の冷蔵庫の断熱扉１００，２００、及び、特許文献１，２に記載の断熱扉
は、発泡断熱材１４０，２４０が外板１１０，２１０に接着される面積Ｓ１００，Ｓ２０
０が小さい。このため、断熱扉１００，２００は、真空断熱材１５０，２５０を覆う発泡
断熱材１４０，２４０が外板１１０，２１０の裏面にしっかりと接着されないという問題
点があった。
【０００９】
　そのようなことから、外板１１０，２１０は、発泡断熱材１４０，２４０と両面テープ
１６０，２６０とによって断熱扉１００，２００に固定されていても、発泡断熱材１４０
，２４０による接着力が乏しいので、断熱扉１００，２００から剥離する虞があった。
【００１０】
　そこで、本発明は、発泡断熱材をしっかりと外板に貼り付けることができる冷蔵庫を提
供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記課題を解決するために、本発明に係る冷蔵庫は、断熱扉の表面に設けられたガラス
製の外板と、前記外板の周縁に設けられた扉枠と、前記外板の裏面に配置された真空断熱
材と、前記外板と前記扉枠とで形成された空間に前記真空断熱材を介在させて充填された
発泡断熱材と、前記扉枠に設けられた内板と、を備えた冷蔵庫であって、前記真空断熱材
は、前記外板側の真空断熱材の長さが、前記内板側の真空断熱材の長さよりも小さく形成
され、前記空間内には、前記外板の裏面に密着した状態に配置された樹脂製の薄膜状の部
材からなる飛散防止フィルムと、前記飛散防止フィルムの裏面に密着した状態に配置され
た前記外板側の真空断熱材と、前記内板の表面に設けられた前記内板側の真空断熱材と、
前記空間に充填された接着剤としての機能がある発泡断熱材と、が内設され、前記断熱扉
は、前記内板を介在して前記内板の裏面に設けられる断熱箱体にねじ止めされた左右一対
の金属製の補強板部材を備えた引出式扉からなり、前記左右一対の補強板部材の表面全体
を外側から覆って、正面視して前記左右一対の補強板部材に重なって配置された前記外板
側の真空断熱材と、前記左右一対の補強板部材間に配置された前記内板側の真空断熱材と
、前記発泡断熱材と、を介在して重ねた三重構造になっていることを特徴とする。
　ここで、「表面」側とは、冷蔵庫の前側（外側）をいう。このため、「内板の表面」は
、冷蔵庫の前側（外側）をいう。また、「裏面」側とは、冷蔵庫の後側（貯蔵室側）をい
う。
【００１２】
　かかる構成によれば、冷蔵庫の断熱扉は、真空断熱材の外板側の長さが、内板側の長さ
よりも小さく形成されていることによって、真空断熱材の外板側の長さが小さくなったこ
とに伴って、真空断熱材を介在させて充填された発泡断熱材が外板に接する面積を拡大さ
せることができる。このため、発泡断熱材は、真空断熱材をしっかりと外板の裏面に貼り
付けることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る冷蔵庫は、発泡断熱材を外板にしっかりと貼り付けることができて、外板
が断熱扉から剥離するのを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
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【図１】本発明の実施形態に係る冷蔵庫の一例を示す正面図である。
【図２】冷蔵庫の回動式の断熱扉を示す正面図である。
【図３】回動式の断熱扉を示す分解斜視図である。
【図４】図２のＩ－Ｉ拡大断面図である。
【図５】冷蔵庫の引出式の断熱扉を示す分解斜視図である。
【図６】図５のＩＩ－ＩＩ拡大断面図である。
【図７】引出式の断熱扉を示す概略正面図である。
【図８】（ａ）～（ｃ）は、断熱扉の変形例を示す横断面図である。
【図９】従来の冷蔵庫の回動式開閉扉の構造を示す横断面図である。
【図１０】従来の冷蔵庫の引出式扉の構造を示す分解斜視図である。
【図１１】図１０のＩＩＩ－ＩＩＩ拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　まず、図１～図７を参照しながら本発明の実施形態に係る冷蔵庫の一例を説明する。
　以下、本発明の実施形態として、６ドアタイプの冷蔵庫１を例に挙げて説明するが、ド
アの数は限定されず、５ドア以下のタイプや、１ドアタイプに適用してもよい。また、以
下では、冷蔵庫１を正面から見たときの方向を基準として説明する。また、以下に示す図
面において、同一の部材には適宜同一の参照符号を付し、重複した説明を適宜省略する。
また、部材のサイズ及び形状は、説明の便宜のため、変形または誇張して模式的に表す場
合がある。
【００１６】
≪冷蔵庫≫
　図１に示すように、冷蔵庫１は、冷蔵室２、製氷室３、切替室（上段冷凍室、急速冷凍
室）４、下段冷凍室５（引出室、第１貯蔵室／以下、「冷凍室５」とする）、及び、野菜
室６（引出室、第２貯蔵室）を備えている。
【００１７】
　冷蔵庫１は、冷蔵室２を開閉する回動式（ヒンジ式）の断熱扉２ａ，２ｂと、製氷室３
を開閉する引出式の断熱扉３ａと、切替室４を開閉する引出式の断熱扉４ａと、冷凍室５
を開閉する引出式の断熱扉５ａと、野菜室６を開閉する引出式の断熱扉６ａと、をそれぞ
れ備えている。
【００１８】
≪断熱扉≫
　回動式の断熱扉２ａ，２ｂは、同様の構成である。このため、図２に示す断熱扉２ａを
代表して回動式扉を説明する。また、図５～図７に示す引出式の断熱扉３ａ，４ａ，５ａ
，６ａは、同様な構成であるので、代表して断熱扉５ａを後記する。
【００１９】
≪回動式の断熱扉≫
　まず、図３及び図４を参照して回動式の断熱扉２ａを説明する。
　図３に示すように、断熱扉２ａは、断熱扉２ａの表面に設けられたガラス製の外板１０
と、外板１０の周縁に設けられた扉枠２０と、外板１０の裏面に配置された真空断熱材３
０と、外板１０と扉枠２０とで形成された空間４０に真空断熱材３０を介在させて充填さ
れた発泡断熱材５０（図４参照）と、扉枠２０の裏面に設けられた内板６０と、外板１０
を扉枠２０に固定するための両面テープ７０と、を備えて構成されている。
【００２０】
＜外板＞
　外板１０は、断熱扉２ａの表面（前面）側の外壁を形成する透光性の矩形の平板部材か
ら成る。外板１０の外周部は、縦長の四角枠状の扉枠２０の内側前端部に装着されて、扉
枠２０によって覆われている。外板１０は、右側の枠部材２１の係合溝２１ａ（図４参照
）と、左上下側の枠部材２２，２３，２４のテープ貼付部２２ａ，２３ａ，２４ａに貼着
された両面テープ７０と、によって扉枠２０に固定されている。なお、外板１０は、強化
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ガラス製の平板材が好ましいが、プラスチック等の透光性の扉板であってもよい。
【００２１】
＜扉枠＞
　図３に示すように、扉枠２０は、矩形の断熱扉２ａの外周部位を形成する樹脂製の枠体
である。扉枠２０は、外板１０の右辺部が挿入されて支持される係合溝２１ａを有する右
側の枠部材２１と、外板１０の左辺部、上辺部、下辺部が貼り付けられる両面テープ７０
が貼着されたテープ貼付部２２ａ，２３ａ，２４ａを有する上下左側の枠部材２２，２３
，２４と、を四角形に連結して形成されている。
【００２２】
　係合溝２１ａは、外板１０の右辺部が挿入される凹状溝から成る（図４参照）。
　テープ貼付部２２ａ，２３ａ，２４ａは、上下左側の枠部材２２，２３，２４の内縁部
に、断面視して、外板１０の厚さと両面テープ７０の厚さを加算した高さだけ、扉枠２０
の表面から段差状に窪んで形成された平面視して帯状に延設された平らな部位である（図
４参照）。
　両面テープ７０は、表面及び裏面の両面が貼着可能な細長い帯状の粘着テープである。
【００２３】
＜真空断熱材＞
　真空断熱材３０は、その材質は特に限定されないが、一例を挙げると、多孔質構造のグ
ラスウール等の芯材をラミネートフィルムで真空パックして内部を減圧して封止した断熱
材から成り、気体熱伝導率が略ゼロであるため、優れた断熱性能を有している。
【００２４】
　図４に示すように、真空断熱材３０は、外板１０の裏面に載置して空間４０に発泡断熱
材５０を充填することによって、断熱扉２ａに内設された平板状の部材から成る。真空断
熱材３０の長さＬ１（横幅）は、縦断面視して、テープ貼付部２２ａと係合溝２１ａ間と
の距離Ｌ５よりも、長さＬ３だけ短く形成されている。このため、真空断熱材３０は、テ
ープ貼付部２２ａと係合溝２１ａとの間に間隔Ｌ３を介して、枠部材２１，２２から中央
側に離間されて配置されている。
【００２５】
　また、真空断熱材３０は、外板１０側の端部３０ｂの表面側に段差部３０ａが切欠形成
されて、段差部３０ａと外板１０との間に隙間Ｓが形成されている。このため、真空断熱
材３０は、外板１０側（表側）の長さＬ２が、内板６０側の長さＬ１よりも小さく形成さ
れている。その結果、空間４０に発泡断熱材５０を充填された際に、発泡断熱材５０が隙
間Ｓに入り込んで外板１０に触れるので、段差部３０ａ及び隙間Ｓがあることによって、
発泡断熱材５０と外板１０とが密着して接着される面積が拡大されている。
【００２６】
＜空間＞
　前記空間４０は、断熱扉２ａを製造する際に、高温状態の発泡断熱材５０の材料が流し
込まれる部位であり、真空断熱材３０を載置した外板１０と、扉枠２０と、で形成されて
いる。このため、完成された断熱扉２ａ内には、発泡断熱材５０が充填されているので、
その空間４０が無い。
【００２７】
＜発泡断熱材＞
　図４に示す発泡断熱材５０は、断熱材としての機能と、接着剤としての機能と、を備え
ている。発泡断熱材５０は、中央部に真空断熱材３０を載置した外板１０と、外板１０の
外周に取り付けられた扉枠２０とで形成された空間４０に、真空断熱材３０を介在させて
充填されることによって、空間４０の内壁面に接着される。このため、発泡断熱材５０は
、真空断熱材３０を覆った状態で外板１０の裏面に接着されている。
【００２８】
＜内板＞
　内板６０は、断熱扉２ａの貯蔵室側に設けられた樹脂製の板部材である。内板６０は、
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扉枠２０の裏面側の周縁部に固定されている。内板６０の裏面側の外周部には、断熱扉２
ａを冷蔵庫本体と密着させて貯蔵室の気密性を確保するためのシール部材（図示省略）が
設けられている。
【００２９】
≪回動式の断熱扉の作用≫
　次に、図３及び図４を主に参照しながら本発明の実施形態に係る冷蔵庫１の回動式の断
熱扉２ａの作用を組立順に沿って説明する。
【００３０】
　回動式の断熱扉２ａを組み立てる場合は、まず、図３に示すように、枠部材２２のテー
プ貼付部２２ａと、枠部材２３のテープ貼付部２３ａと、枠部材２４のテープ貼付部２４
ａとにそれぞれ両面テープ７０（図４参照）を貼り付ける。次に、外板１０の右端部を枠
部材２１の係合溝２１ａ（図４参照）に挿入し、外板１０の上下左端部を枠部材２２、枠
部材２３及び枠部材２４の両面テープ７０に、外板１０の外周部をそれぞれ貼り付ける。
【００３１】
　続いて、図４に示すように、外板１０を下側に配置して、その外板１０の裏面中央部に
真空断熱材３０を載置して、空間４０内に発泡断熱材５０の材料を充填する。次に、扉枠
２０の裏面側周縁部に内板６０を設けて、空間４０を閉塞する。このようにして断熱扉２
ａは、組み立てられる。
【００３２】
　このようにして組み立てられた断熱扉２ａ内の真空断熱材３０は、外板１０に当接して
いる外板１０側（表面側）の長さＬ１が、内板６０側（裏面側）の長さＬ２よりも小さく
形成されている（Ｌ１＞Ｌ２）。真空断熱材３０の外板１０側の表面の端部には、段差部
３０ａが形成されているので、隙間Ｓが形成されている。このため、発泡断熱材５０は、
外板１０の裏面に密着して接着される面積をその段差部３０ａ（隙間Ｓ）がある分だけ広
げることができるので、発泡断熱材５０による外板１０への接着力を増加させることがで
きる。
【００３３】
　このように、接着剤としての機能がある発泡断熱材５０は、真空断熱材３０を覆った状
態で外板１０に広範囲に亘って接着されるので、特別な固定具及び接着剤を使用せずに、
真空断熱材３０を外板１０にしっかりと固定することができる。その結果、外板１０は、
扉枠２０から離脱すること無くしっかりと固定される。
【００３４】
　このため、図１に示す回動式の断熱扉２ｂも、断熱扉２ａと同様に構成されているので
、外板１０を扉枠２０から離脱すること無くしっかりと固定させることができる。このよ
うに形成された回動式の断熱扉２ａ，２ｂは、内部の空間４０の発泡断熱材５０の材料を
充填し、さらに、発泡断熱材５０と外板１０との間に真空断熱材３０が介在されているの
で、断熱効果を向上させて省エネルギー化を図ることができる。
【００３５】
　また、回動式の断熱扉２ａ，２ｂは、ガラス製の外板１０が、扉枠２０内の表面全体に
配置された構造になっていることにより、外板を鋼板で形成した扉と比較して、扉枠２０
内の空間４０に充填された高温状態の発泡断熱材５０の収縮による変形が少ない。よって
、断熱扉２ａ，２ｂの表面のフラット感をさらに高めることができる。
【００３６】
≪引出式の断熱扉≫
　次に、図５～図７を参照して引出式の断熱扉５ａを説明する。
　図５に示すように、引出式の断熱扉５ａは、ガラス製の外板１０Ａと、扉枠２０Ａと、
両面テープ７０Ａと、飛散防止フィルム９０Ａと、外板側の真空断熱材３１Ａと、内板側
の真空断熱材３２Ａと、発泡断熱材５０Ａと、補強板部材８０Ａと、内板６０Ａと、内板
側の真空断熱材３２Ａと、を備えて構成されている。
【００３７】
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　なお、図１に示す冷蔵庫１の各引出式の断熱扉３ａ，４ａ，５ａ，６ａには、各貯蔵室
側に、開口した箱型形状の断熱箱体（図示省略）が設けられている。図５に示すように、
断熱扉５ａ（３ａ，４ａ，６ａ）は、断熱箱体（図示省略）が取り付けられる内板６０Ａ
の表面（前面）に、左右一対の金属製の補強板部材８０Ａと、内板側の真空断熱材３２Ａ
と、が取り付けられている点で、前記回動式の断熱扉２ａ，２ｂ（図１参照）と相違して
いる。
【００３８】
＜外板＞
　外板１０Ａは、前記回動式の断熱扉２ａの外板１０（図３参照）と同様、断熱扉５ａの
表面に設けられた横長の矩形のガラス製の平板材から成る。
【００３９】
＜扉枠＞
　扉枠２０Ａは、外板１０Ａの周縁に設けられた四角形状の枠材である。扉枠２０Ａは、
前記回動式の断熱扉２ａの扉枠２０（図３参照）と同様、枠部材２１Ａと、枠部材２２Ａ
と、枠部材２３Ａと、枠部材２４Ａとを横長の矩形状に連結して構成されている。上側の
枠部材２４Ａには、利用者が開閉する際に手を掛けるための手掛部（図示省略）が形成さ
れている。
【００４０】
＜両面テープ＞
　両面テープ７０Ａは、前記回動式の断熱扉２ａの両面テープ７０（図３参照）と同様、
外板１０Ａを扉枠２０Ａに固定するための帯状の粘着テープである。両面テープ７０Ａは
、枠部材２１Ａ，２２Ａ，２３Ａのテープ貼付部２１Ａａ，２２Ａａ，２３Ａａに貼着さ
れている。
【００４１】
＜飛散防止フィルム＞
　飛散防止フィルム９０Ａは、外板１０Ａの裏面に配置された樹脂製の薄膜状の部材であ
る。飛散防止フィルム９０Ａは、フィルム状の部材であれば、その材質は特に限定されな
い。飛散防止フィルム９０Ａは、例えば、その一例を挙げると、外板１０Ａの裏面に設け
られたポリエステルフィルム（ＰＥＴフィルム）が挙げられる。そのＰＥＴフィルムは、
強度が高くガラスが割れた際の飛散防止にも効果がある。また、ＰＥＴフィルムは、透明
性が高く、飛散防止フィルム９０Ａの基材の背面に印刷を施すことにより、フィルムを通
して塗料層が見えるので、光沢が出て高級感がある意匠性の高い装飾シートとすることが
可能である。また、ＰＥＴフィルムは、耐熱・耐寒性に優れており、発泡断熱材５０Ａ（
図６参照）の充填時の高温に対して、塗料層を保護できると共に、外板１０Ａから伝達さ
れる外気温の影響が少ない。
【００４２】
＜真空断熱材＞
　図６に示すように、引出式の断熱扉５ａの空間４０Ａ内には、飛散防止フィルム９０Ａ
の裏面に配置された外板側の真空断熱材３１Ａと、内板６０Ａの表面に設けられた内板側
の真空断熱材３２Ａとの二枚が内設されている。外板側の真空断熱材３１Ａと、内板側の
真空断熱材３２Ａとは、前記回動式の断熱扉２ｂの真空断熱材３０（図４参照）と相違し
て、段差部３０ａが無いガラス製の平板材から成る。
【００４３】
　外板側の真空断熱材３１Ａは、例えば、飛散防止フィルム９０Ａと同一の大きさに形成
されている。外板側の真空断熱材３１Ａは、外板１０Ａの後方に飛散防止フィルム９０Ａ
を挟んで配置されている。図６及び図７に示すように、外板側の真空断熱材３１Ａの上下
方向の長さＬ１０が、内板側の真空断熱材３２Ａの上下方向の長さＬ２０よりも長さＬ３
０だけ小さく形成されている（Ｌ１０＜Ｌ２０）。外板側の真空断熱材３１Ａは、正面視
して、表面の左右端部にねじ止めされる補強板部材８０Ａの外側まで配置されている。こ
のため、外板側の真空断熱材３１Ａは、正面視して一対の補強板部材８０Ａに重なって配
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置されている。
【００４４】
　図７に示すように、内板側の真空断熱材３２Ａは、内板６０Ａの表面（前面）において
、左右の補強板部材８０Ａの間に上下方向に延びるように配置されている。このため、外
板側の真空断熱材３１Ａの左右方向の長さＬ４０は、内板側の真空断熱材３２Ａの左右方
向の長さＬ５０よりも大きく形成されている（Ｌ４０＞Ｌ５０）。換言すると、内板側の
真空断熱材３２Ａは、一対の補強板部材８０Ａ間に配置されると共に、上端部３２Ａａが
外板側の真空断熱材３１Ａの上端部３１Ａａよりも高い位置に配置されている。
【００４５】
　このため、図６に示すように、外板側の真空断熱材３１Ａの上端部３１Ａａと、枠部材
２３Ａとの間には、長さＬ６０の空きスペースが形成されて、発泡断熱材５０Ａが外板１
０Ａの裏面に接着される面積が広く形成されている。
【００４６】
　なお、図６では、外板側の真空断熱材３１Ａを飛散防止フィルム９０Ａから分離して図
示しているが、外板１０Ａと飛散防止フィルム９０Ａと外板側の真空断熱材３１Ａとは、
互いに密着した状態に配置されている。
【００４７】
＜発泡断熱材＞
　発泡断熱材５０Ａは、外板１０Ａと扉枠２０Ａとで形成された空間４０Ａに、飛散防止
フィルム９０Ａ及び真空断熱材３１Ａを介在させて充填されている。発泡断熱材５０Ａは
、前記回動式の断熱扉２ａ内の発泡断熱材５０（図４参照）と同様に、ウレタンフォーム
等から成る。
【００４８】
＜内板＞
　内板６０Ａは、扉枠２０Ａの裏面に設けられる断熱箱体（図示省略）の表側の壁面を形
成する樹脂製板材である。
【００４９】
≪引出式の断熱扉の作用≫
　次に、図５～図７を主に参照しながら本発明の実施形態に係る冷蔵庫１の引出式の断熱
扉５ａの作用を組立順に沿って説明する。
【００５０】
　引出式の断熱扉５ａを組み立てる場合は、まず、図５に示すように、枠部材２１Ａ、枠
部材２２Ａ及び枠部材２３Ａのテープ貼付部２１Ａａ，２２Ａａ，２３Ａａにそれぞれ両
面テープ７０Ａ（図６参照）を貼り付ける。次に、外板１０Ａの右端部を枠部材２４Ａの
係合溝２４Ａａに挿入し、外板１０Ａの左右上端部を枠部材２１Ａ、枠部材２２Ａ及び枠
部材２３Ａの両面テープ７０Ａ（図４参照）にそれぞれ貼り付ける。
【００５１】
　続いて、図６に示すように、外板１０Ａを下側に配置して、その外板１０Ａの裏面中央
部に飛散防止フィルム９０Ａ及び外板側の真空断熱材３１Ａを付けて、空間４０Ａ内に発
泡断熱材５０Ａの材料を充填する。次に、内板６０Ａの表面の左右に補強板部材８０Ａを
配置して、補強板部材８０Ａを内板６０Ａを介在して内板６０Ａの裏面に設けられる断熱
箱体（図示省略）にねじ止めする。この内板６０Ａを扉枠２０Ａの裏面側端部に取り付け
て、空間４０Ａを閉塞する。このようにして断熱扉５ａは、組み立てられる。
【００５２】
　このようにして組み立てられた引出式の断熱扉５ａは、図６に示すように、空間４０Ａ
に充填された発泡断熱材５０Ａと、外板１０Ａと内板６０Ａとの間に介在された二枚の真
空断熱材３１Ａ，３２Ａと、が内設されているので、断熱効果を向上させて省エネルギー
化を図ることができる。
【００５３】
　また、図７に示すように、外板側の真空断熱材３１Ａは、正面視して、一対の金属製の
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補強板部材８０Ａに重なって配置されるように幅広に形成されている。このため、貯蔵室
内の冷気で冷却された補強板部材８０Ａの熱が断熱扉５ａの表面から放射されるのを、外
板側の真空断熱材３１Ａによって抑制することができる。
【００５４】
　また、内板側の真空断熱材３２Ａは、外板側の真空断熱材３１Ａよりも高さＬ３０だけ
高い位置まで形成されると共に、正面視して、左右の補強板部材８０Ａ間において、外板
側の真空断熱材３１Ａと重ねって配置されている。このように、断熱扉５ａは、内板側の
真空断熱材３２Ａと、外板側の真空断熱材３１Ａとが発泡断熱材５０Ａを介在して重なっ
た三重構造になっていることによって、断熱効果をさらに向上させることができる。
【００５５】
　外板側の真空断熱材３１Ａの上端部３１Ａａと、枠部材２３Ａとの間は、外板側の真空
断熱材３１Ａの長さＬ１０が、内板側の真空断熱材３２Ａの長さＬ２０よりも、小さく形
成されている（Ｌ１０＜Ｌ２０）。このため、外板側の真空断熱材３１Ａの上端部３１Ａ
ａと枠部材２３Ａとの間は、長さＬ６０が比較的大きく形成されて、広い空きスペースを
確保することができるので、発泡断熱材５０Ａが外板１０Ａの裏面に当接する面積が広く
形成されている。
【００５６】
　このように、接着剤としての機能がある発泡断熱材５０Ａは、外板側の真空断熱材３１
Ａ及び飛散防止フィルム９０Ａを覆った状態で外板１０Ａに広範囲に亘って接着されるの
で、特別な固定具及び接着剤を使用せずに、真空断熱材３０Ａを外板１０Ａにしっかりと
固定させることができる。
　その結果、両面テープ７０Ａと係合溝２４Ａａ（図５参照）とで扉枠２０Ａに固定され
た外板１０Ａは、さらに、空間４０Ａに充填された発泡断熱材５０Ａが外板１０Ａの裏面
に接着されることによって、扉枠２０Ａから離脱すること無くしっかりと固定させること
ができる。
【００５７】
　このため、断熱扉５ａと同じ構造の図１に示す引出式の断熱扉６ａも、同様に、外板１
０Ａを扉枠２０Ａから剥離したり、離脱したりすること無くしっかりと固定させることが
できる。
　また、真空断熱材３１Ａは、外板１０Ａに対して飛散防止フィルム９０Ａを介在して配
置されていることによって、万が一、外板１０Ａが割れた際に、ガラスが飛散するのを抑
制することができる。
【００５８】
≪変形例≫
　なお、本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、その技術的思想の範囲内で
種々の改造及び変更が可能であり、本発明はこれら改造及び変更された発明にも及ぶこと
は勿論である。なお、前記実施形態で説明したものと同一なものは、同一符号を付してそ
の説明は省略する。
【００５９】
　図８（ａ）は、断熱扉の変形例を示す横断面図である。
　前記実施形態で説明した図４に示す断熱扉２ａの真空断熱材３０は、その一例として段
差部３０ａを形成して、真空断熱材３０と外板１０との間に発泡断熱材５０が入り込むこ
とが可能な隙間Ｓを設けた場合を説明したが、これに限定されるものではない。
　図８（ａ）に示すように、真空断熱材３０Ｂは、外板１０Ｂとの間に隙間ＳＢを形成す
るために、端部３０Ｂｂを内板６０Ｂ側に曲げて形成してもよい。このように形成すれば
、発泡断熱材５０Ｂが、隙間ＳＢ内に入り込んで、外板１０Ｂに接着されるため、外板１
０Ｂをしっかりと断熱扉に保持させることができる。
【００６０】
　図８（ｂ）は、断熱扉の他の変形例を示す横断面図である。
　また、図８（ｂ）に示すように、真空断熱材３０Ｃは、両側の端部３０Ｃｂを内板６０
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Ｃ側に曲げて形成し、外板１０Ｃとの間の両側に隙間ＳＣがあるように形成してもよい。
このようにしても、発泡断熱材５０Ｃが、隙間ＳＣ内に入り込んで外板１０Ｃに接着され
るため、外板１０Ｃをしっかりと断熱扉に保持させることができる。
【００６１】
　図８（ｃ）は、断熱扉の他の変形例を示す横断面図である。
　また、図８（ｃ）に示すように、真空断熱材３０Ｄは、端部３０Ｄｂよりも中央部３０
Ｄｃ側に寄った位置に、外板１０Ｄとの間に隙間ＳＤが形成するために、内板６０Ｄ側に
山状に曲げて形成した折曲部３０Ｄｄを形成してもよい。このようにしても、発泡断熱材
５０Ｄが、隙間ＳＣ内に入り込んで外板１０Ｄに接着されるため、外板１０Ｃをしっかり
と断熱扉に保持させることができる。
【００６２】
≪その他の変形例≫
　また、実施形態及び変形例では、冷蔵庫１における断熱扉２ａ，３ａ，４ａ，５ａ，６
ａを例に挙げて説明したが、冷蔵庫１以外に、自動販売機、保冷宅配輸送箱、釣り具クー
ラー、食品配送箱、検体輸送用保冷ボックス、特殊冷蔵・冷凍庫、特殊冷凍車、冷凍コン
テナ、ショーケース等の種々な用途に用いられる扉や、壁材として使用することも可能で
ある。
【００６３】
　また、外板１０，１０Ａは、裏面に塗料を塗布したり、印刷したりして、単色調や模様
を配しても構わない。
【符号の説明】
【００６４】
　１　　　冷蔵庫
　２ａ，３ａ，４ａ，５ａ，６ａ　断熱扉
　１０，１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄ　外板
　２０，２０Ａ　扉枠
　３０，３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄ　真空断熱材
　３０ａ　段差部
　３０Ａｂ，３０Ｂｂ，３０Ｃｂ，３０Ｄｂ　端部
　３０Ｄｃ　中央部
　３１Ａ　外板側の真空断熱材
　３１Ａａ，３２Ａａ　上端部
　３２Ａ　内板側の真空断熱材
　４０，４０Ａ　空間
　５０，５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃ，５０Ｄ　発泡断熱材
　６０，６０Ａ，６０Ｂ，６０Ｃ，６０Ｄ　内板
　８０Ａ　補強板部材
　９０Ａ　飛散防止フィルム
　Ｌ１　　真空断熱材の内板側の長さ
　Ｌ２　　真空断熱材の外板側の長さ
　Ｌ１０　外板側の真空断熱材の長さ
　Ｌ２０　内板側の真空断熱材の長さ
　ＳＡ，ＳＢ，ＳＣ，ＳＤ　隙間
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